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鹿児島県

（※については例規集登載事項）
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鹿児島県告示第714号

肥料取締法（昭和25年法律第127号）第12条第２項の規定により，次のとおり肥料の登録の

有効期間を更新した。

平成27年７月28日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

更 新 後 の 生 産 業 者
登録番 肥 料 の 種 肥 料 の 名

登 録 の 有 保証成分量（％） その他の規格 氏 名 又 は
号 類 称 住 所

効 期 限 名 称

鹿児島 平成33年 加 工 家 き は る さ ー 窒素全量 3.0 含有を許される有 喜 多 組 商 大 阪 市 中

県肥第 ８月10日 ん ふ ん 肥 りん酸全量 4.0 害成分の最大量及 事 株 式 会 央 区 博 労

1271号 料 加里全量 4.0 びその他の制限事 社 町 三 丁 目

項は公定規格のと ６ 番 １ 号

おり 御 堂 筋 エ

ス ジ ー ビ

ル ７ 階

大規模小売店舗の届出について市町村から聴取した意見に関する公告

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第８条第１項の規定に

より鹿児島市長から次のとおり意見を聴取したので，当該意見を平成27年７月28日から１月間，

鹿児島県商工労働水産部商工政策課において縦覧に供する。

平成27年７月28日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

１ 意見の対象となった大規模小売店舗の名称及び所在地

ホームセンターきたやま東開店

鹿児島市東開町字東開５番19 外２筆

２ 意見の対象となった届出及び届出年月日

法第６条第１項の規定による届出事項の変更に関する届出
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平成27年２月27日

３ 意見の概要

大規模小売店舗「ホームセンターきたやま東開店」の届出に係る本市意見は特にありませ

ん。

…………………………………………………

大規模小売店舗の届出について市町村から聴取した意見に関する公告

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第８条第１項の規定に

よりいちき串木野市長から次のとおり意見を聴取したので，当該意見を平成27年７月28日から

１月間，鹿児島県商工労働水産部商工政策課において縦覧に供する。

平成27年７月28日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

１ 意見の対象となった大規模小売店舗の名称及び所在地

だいわ串木野店

いちき串木野市ひばりが丘5630番地 外28筆

２ 意見の対象となった届出及び届出年月日

法第６条第１項の規定による届出事項の変更に関する届出

平成27年３月３日

３ 意見の概要

今までどおり，地域住民の健康を保護し，生活環境を保全する重大な責務を有することを

認識し，周辺地域に影響を及ぼさないように，営業を行うこと。

…………………………………………………

大規模小売店舗の届出について市町村から聴取した意見に関する公告

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第８条第１項の規定に

より鹿児島市長から次のとおり意見を聴取したので，当該意見を平成27年７月28日から１月間，

鹿児島県商工労働水産部商工政策課において縦覧に供する。

平成27年７月28日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

１ 意見の対象となった大規模小売店舗の名称及び所在地

プラッセ食品館吉野店

鹿児島市吉野二丁目31番７号 外７筆

２ 意見の対象となった届出及び届出年月日

法第６条第１項の規定による届出事項の変更に関する届出

平成27年３月３日

３ 意見の概要

大規模小売店舗「プラッセ食品館吉野店」の届出に係る本市意見は特にありません。

鹿児島県公安委員会告示第74号

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第20条第４項

の規定により申請のあった次の遊技機は，遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則（昭和

60年国家公安委員会規則第４号）第６条の遊技機の型式に関する技術上の規格に適合している

と認めた。

平成27年７月28日

鹿児島県公安委員会委員長 山本良樹

遊技機の種類 型式名 製造者の氏名又は名称 検定番号

ぱちんこ遊技機 ＣＲ聖闘士星矢３ＸＬＡ 株式会社三洋物産 5P0509

ぱちんこ遊技機 ＣＲ聖闘士星矢３ＭＬＡ 株式会社三洋物産 5P0577

ぱちんこ遊技機 ＣＲ春一番 ～こいこい八であり 株式会社ソフィア 5P0575

んす～ ＧＬ

公 安 委 員 会 告 示
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ぱちんこ遊技機 ＣＲ春一番 ～こいこい八であり 株式会社ソフィア 5P0584

んす～ Ｍ

ぱちんこ遊技機 ＣＲヱヴァンゲリヲン１０ 株式会社三共 5P0544

ぱちんこ遊技機 ＣＲミリオンゴッドライジングＳ 株式会社メーシー 5P0561

Ａ

回胴式遊技機 パチスロムソウオロチＣＣ 山佐株式会社 5S0437

回胴式遊技機 アスラズラースＺＳ 株式会社エンターライ 5S0457

ズ

回胴式遊技機 パチスロ マクロスフロンティア 株式会社三共 5S0487

２ＢＬ

回胴式遊技機 キングジャックＧＫ 株式会社アクロス 5S0439


